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In documents on the history of school architecture, I discovered the existence of the

setsuseishitsu（health care room）, which would likely be the origin of the school health office.

A setsuseishitsu was established for the purpose of health care in 1869 at the school that was

the forerunner of Tokyo University. One such room was also established at a kindergarten in

Osaka in 1901. In the latter case it was known by this name until 1952. As a result of having

examined a wide variety of documents concerning the health care room, I was able to identify

the possibility that the health care room was the origin of todayʼs health office. Furthermore,

I was able to confirm the fact that there was a room called the yogo shitsu at the elementary

school of Yamanashi prefecture, as noted in documents on the history of school architecture.

As a result of having considered process and background of the establishment of the room, I

am able to conclude that the setting up of the room was closely related to a series of measures

on school hygiene at that time. In addition, I believe that the name derives from yogo―an

educational theory of this time period.
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１．はじめに

保健室は今や学校には必ず存在する部屋で，昭和

22年学校教育法第１条にその設置が義務づけられ，

その後平成21年学校保健安全法第７条に「学校には，

健康診断，健康相談，保健指導，救急処置その他の

保健に関する措置を行うため，保健室を設けるもの

とする．」とその目的が規定された．しかしこの名

称を歴史的に紐解けば，医務室，衛生室，静養室な

どいくつかの名称が混在しており，戦後学校教育法

で「保健室」とその名称は統一化されたものの，医

務室や衛生室という呼称はしばらく続いた．しかし

今やほとんどの学校で保健室と呼ばれるに至り，さ

らにその保健室という名称は，それが学校教育で果

たす役割や機能を含めて広く定着しているといって

過言ではない．

学校建築史の文献に1875年（明治８）に建設され

た小学校の設計図に「養護室」という名称があると

いう先行研究1から，筆者はこれに注目した．時代

的にみると，明治に日本の教育学の著書に教育の一

分野として「養護」という言葉が登場したのは，

1893年（明治26)2であり，もし先の資料が事実であ

ればそれよりも早い時期となる．

本研究ではこの「養護室」という名称に注目し，

学校建築史の資料を手がかりに，保健室のルーツの

検討を試みる．

２．保健室の登場

｢保健室」という名称は，1947年（昭和22）の学校

教育法制定に伴い定められた同法施行規則の第一条

にある．そこに「学校には，その学校の目的を実現

するために必要な校地，校舎，校具，運動場，図書

館又は図書室，保健室その他の設備を設けなければ

ならない．」と明記される．

『学校保健百年史』3によれば，保健室は医務室，衛

生室，治療室，休養室，学校診察室そして養護室と

呼ばれ存在していた．これらの部屋が登場するその
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背景に，学生生徒身体検査規程の制定（1897，明治

30）と学校医制度の導入（1898年明治31）がある．

前者に関わっては，強制力はないものの身体検査を

する「検査室」の必要性が通達されたこと，後者につ

いては，校医による学校での身体検査，学校衛生の

見地から環境の点検整備，また伝染病の予防対策や

傷病の対応が明記され，それにともなって特別な部

屋の設置が求められていた．さらに当時トラコーマ

の流行が全国的に拡大する中，その洗眼治療の場と

して「医務室」「治療室」が必要となったことなどが

あげられ，その後疾病治療や歯科治療という医療行

為を医師が行う「学校診察室」という診察治療に特

化した場所も生まれた4．しかし現実には身体検査の

場として特別に「検査室」なる部屋の設置が拡大し

たとはいいがたい．というのも後述するように，当時

の学校建築規定には検査室はなかった5からである．

保健室の該当するような部屋は，トラコーマ対策

の洗眼のために学校に学校看護婦が派遣され，その

職務遂行の場として設置が広がっていく．杉浦守邦

によれば6，その後学校看護婦制度が本格化するに

ともない，当時アメリカにあったHealth roomから

「衛生室」と名付けられたという．

杉浦がとらえるように，保健室は「治療のための場所

でありその機能が求められたが，次第に身体検査施設，

救急処置施設，予防処置施設，衛生訓練施設として

総合的な保健管理施設へと発展｣7し，学校教育法及

びその後の学校保健法の制定を契機に，「保健室」と

いう名称は，戦後一気に広がり定着していったといえる．

３．学校建築史にみる保健室の変遷

3.1．これまでの歴史研究の知見

―学校保健百年史から―

『学校保健百年史』及び杉浦によれば，最初の「治

療室」と称する部屋が設置されたのは，1905年（明

治38）トラコーマ対策の洗眼のために学校看護婦が

最初に派遣された岐阜笠松小学校と竹ヶ鼻小学校で

ある．それから４年後の1909年（明治42）学校看護

婦が派遣された岐阜京町小学校には「医務室」が登

場する8．さらに，1908年（明治41）に佐賀県東松浦

郡巌木小学校の改築の際，医務室と「養護室」それ

ぞれ５坪の部屋を設けたと書かれている．巌木小学

校を改築するその折，当時全国の都道府県に問い合

わせたところ，医務室と「養護室」を設置した学校

の報告がなかったという9．

ここで注目したいのは，「養護室」という名称であ

る．そもそも「養護」という言葉は，明治20年代の

欧米教育学の紹介にともない教育の一分野や教育方

法の一つとして登場するものの，部屋の名称として

使われたことが確認できているのは，これまでには

この巌木小学校のみである．

これまで学校保健の歴史研究及び関連図書の保健

室に関する記述は，その多くが杉浦の調査・研究の

蓄積である『学校保健百年史』に依拠している10．今

回筆者が参照した菅野誠による『日本の学校建築』

（1983，昭和58)11は，その『学校保健百年史』の刊行

から10年後であり，菅野の資料は『学校保健百年史』

には反映されていないとみてよいだろう．今回学校

建築史資料を遡ってみると，教育学での「養護」の出

現よりも早い1885年（明治８）に建てられた山梨県の

睦沢小学校の平面図に，「養護室」の記載12が見られ

るが，『学校保健百年史』にはその事実の記載はない．

著者である菅野は1936年（昭和14）に文部省の建

築課に入省し，それ以後長年にわたり学校建築に専

門に携わり，最後昭和41年には同省技術参事官を勤

めている．この資料はその菅野が10年あまりをかけ

調査し，日本の学校建築歴史をまとめたものである．

この資料では明治初年から昭和50年代終わりまでの

学校建築が取り上げられ，その概要と，すべての学

校ではないものの学校毎の平面図や写真が掲載され

ている．今回注目した睦沢学校の「養護室」もその

中の一つである．

この学校建築史資料によって，新たに保健室の歴

史が浮かび上がる可能性があり，特に菅野の資料で

の「養護室」出現は1875年であり，それが教育学で

の「養護」の出現より早いことを踏まえ，学校建築

史の中で，保健室のルーツを探ってみることにする．

3.2．小学校建築の歴史にみる保健室および睦沢学

校「養護室」

小学校及び幼稚園の建築に限定してみると，菅野

の資料では69校（明治７年−昭和42年）が取り上げ

られている．それらの平面図の掲載の有無と保健室

に該当する部屋の名称をまとめたものが，表１である．

睦沢学校は1875年（明治８）に建設された学校で，

当時山梨県ではこれ以外にも明治７年から明治18年

の間に，12校もの「藤村式」と称せられる洋風建築

の小学校が建設された13．これらの建物はほぼ正方

形の２階建で，さらにその上に塔屋が設置されてい

る点が共通している．

これらの学校は，時期的にみて1873年（明治６）

に出された文部省「小学校建設図｣14を踏まえている

と見てよいだろう．この「建設図」ではモデル図面

だけでなく，設置すべき部屋の名称と数も示してい

る．そこで示された部屋とは，教室，生徒控所，応

接室，書籍室，教員詰所，裁縫室，小使部屋，教員
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昇降口，生徒昇降口である．

以下，菅野が資料中で取り上げた山梨県の小学校

学校建築をまとめたものが表２である15．

菅野が睦沢学校平面図に「養護室」と記載したそ

の部屋は，宿直室と兼用で，１階玄関入って左で向

かい側に職員室がある16．

今回筆者は，睦沢学校の資料『重要文化財旧睦沢

学校高所（甲府市藤村記念館）移築保存修理工事報

告書』（2010，平成22)17（以下『報告書』とする）と

明治初年の手書きの設定図18を新たに入手した．

それらを見ると２つの資料ともに，その場所は建

築当初は「小使室」となっている．さらに前者の資

料ではその後改修され，その部屋の一部には「木炭

置」が置かれている．「小使室」が文部省「小学校建

設図」の設置すべき部屋としてもあがっていること

を踏まえると，菅野の資料の平面図に示された「養

護室」は，建設当初は「養護室」ではなく，「小使室」

であったと判断したほうがよいであろう．
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表１．小学校幼稚園建築にみる保健室の有無とその名称

菅野・石附＊・学校保健百年史の資料から作成

表２. 明治初期 藤村式擬洋風建築の学校

＊石附実編著(1992），『近代日本の学校文化誌』（思文閣出版）より



菅野の資料は，彼がフィールド調査をしながら明

治期の学校建築をまとめたものであることから，菅

野の記述が単純な誤りではなく，改修されその名称

が変化したものを入手したか，または聴き取ったも

のと筆者は推測する．であれば，一時期であれ「養

護室」が存在した可能性はあり，その当時の図面を

菅野が入手し掲載した可能性は十分あるとみる．そ

こで『報告書』の年表を精査すると，この校舎は何

回か改築／改修がされたことが記録されており，教

室や職員室以外はその時々に状況に合わせて改修さ

れていた19ことが推測される．年表の中に＜1925年

（大正14年８月）「校舎北側に小使室建設」＞という

一文がある．この事実から，「小使室」移転によって

部屋が空き，そこを「養護室」と宿直室として使用

されたのではないかと推測しうる．であれば「養護

室」は建築当初にはなかったが，1925年「小使室」

増築以降に存在した可能性があり，菅野が示した平

面図はこのころの図面であるとも解釈できる．

睦沢学校の「養護室」の出現をこのように解釈す

れば，教育学での「養護」出現によりも前には，部

屋の名称として「養護」は出現していないことにな

る．よって1908年の巌木小学校に設置された「養護

室」が最初とみてよいであろう．

さらに表１から，「養護室」は他の学校にも存在し

ていたことがわかる．それは熊本八代代陽幼稚園で，

1940年（昭和15）である．それ以降菅野の資料で取

り上げられている学校建築では保健室となっている．

以上のことから巌木小学校以外にも，「養護室」とい

う名称で保健室に該当する部屋が設置された学校は

複数あると推測できる．

さらに表１には，「摂生室」という名称がある．こ

れは幼稚園に設けられた部屋の名称である．以下こ

の「摂生室」を検討してみる．

3.3．「摂生室」の存在 −大阪愛珠幼稚園−

｢摂生室」とは，1901年（明治34）大阪の愛珠幼稚

園20に設けられた部屋の名称である．「摂生」は養生

などと同様に健康に関わり，古来使用されている言

葉であることから，保健室に該当する類似した部屋

と推測できる．「摂生室」が設置された経緯を菅野

の資料でみると，明治30年６月にそれまであった園

舎を新築した際に登場したことがわかる．

菅野によれば21，園舎の設計は大阪府技手中村竹

松が担当し，幼稚園設計に際しては，慎重を期し優

秀な設計を募集し，また彼は文部省建築掛の久留正

道技師の指導も仰いだという．また別の資料によれ

ば22，新園舎の設計には当時主席保母伏見柳23を中

心に基本プランがだされ，保母の意見が反映された

と記録されている．その要望とは，保育上の便益を

考慮した造りで，侵入者を未然に防ぐような配置，

天井の高さや天窓などである．

さらに摂生室設置の経緯については，菅野は「摂

生室（いまの衛生室）をくわえたことは，東京女子

師範学校附属幼稚園主事の中村五六氏の注意による

もの｣24であると記述している．この菅野の記述は，

『愛珠幼稚園沿革史25』（以下『沿革史』とする）から

起こしたもので，『沿革史』を見ると，明治33年２月

の記録に設計を中村竹松に依頼したことと，その中

村竹松の「図案に據る園舎図案中摂生室は東京女子

高等師範学校教授中村五六氏の注意に因り之を設

く｣26と記載されていることから，菅野の記述は間違

いないであろう．

この『沿革史』をみると，この幼稚園の教育内容

や方法についても，日頃から東京女子高等師範学校

附属幼稚園の歴代の主事の指導を仰ぎ，かつ師範学

校の卒業生を主席保母として招請していたことが記

されており，両園に強い結びつきがあったと考えて

よいだろう．

この中村五六の助言の背景には，何があったのか

である．その一つとして考えられるのは，明治30年

７月に既に出された「学生生徒身体検査規定」にと

もない身体検査心得が示されており，その「検査室

の設置」の記述である．それは以下のような一文で

ある．

身体検査心得「検査室」の設置：身体検査の用に

供せんがため，別に一室を用意することは，好まし

きことなり．（中略）平常は医務室として，使用すべ

き様な構造せは，一挙両得なるへし．（原文はカナ

混じり文）

しかし当時の学生生徒身体検査の対象は，あくま

でも学生・生徒であり，小学生や幼稚園の児童や幼

児は対象となっていない．であれば「検査室」を幼

稚園に設置する必要はなく，その名称も使用できな

いだろう．にもかかわらず中村五六が子どもの健康

管理に関係する保健室に該当する「摂生室」の設置

を助言したのはなぜかである．そして愛珠幼稚園の

保母もその助言を受け入れたかである．

『沿革史』をみると，当時この幼稚園は「大阪幼稚

園の手引」の作成を行政から依頼されている．その

手引きの第二条には，天然痘の伝染予防対策の一環

として出席停止措置をあげ，それに加えて但し書き

に「毎月土曜日に医師を招き在園の幼児を診察せし

む」と記されている．

この条項のもとになったものは，明治13年にすで
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に出された愛珠幼稚園の規則である．その第七条に

前出の第二条とほぼ同様のことが規定されており，

そこでも「毎月３回の医師の診察」の規定がみられ

る．さらに明治30年11月の記録には，園医として河

野医師を委託し，「春秋に幼児の身體を検査し，成績

表を其筋に進達す爾後幼児の傷患等は皆園医に診察

を託す」と記述されている．

これらの事実から，愛珠幼稚園では明治30年には

既に園医による身体検査が定期的に実施されており，

そのための特別な部屋が新園舎に設置するという中

村五六の助言は，現実に即したものであり，保母た

ちも受け入れたと考えられる．

一方中村五六が当時在職していた東京女子師範学

校の附属幼稚園の校舎には，このような部屋はな

い27．ただし中村五六は保母と母親を対象とした

『婦人と子ども』という雑誌に，６編ほど「育児学講

義」「育児法叢談」，「育児学」と題し寄稿している28．

それらの内容は，すべて幼児の発達や医学的衛生的

内容である．この中村から指導を受けた東基吉の

『幼稚園保育法』でも，生理学衛生学の知識が「教育

学の補助学科」として取り上げられている29．東が

中村五六から強い影響を受けたことを考え合わせる

と，中村五六は幼児教育での幼児の心身発達や健康

管理達を重要視し，実際の幼稚園教育の場に保健室

に該当するような部屋の必要性をとらえていたとい

え，それが先の「助言」につながったと筆者は推測

する．

このように当時の愛珠幼稚園では，健康管理の上

から検査室や治療室そして幼児の傷病時の静養室と

して，今の「保健室」に該当する特別な部屋を必要

とし，それが「摂生室」の設置となったといえよう．

ではその名称を他の学校のように検査室，休養室，

診察室とせず，あえて「摂生室」と名付けたかであ

る．

3.4．摂生室のルーツ

−大学南校・旧第一高等学校の摂生室−

｢摂生室」という言葉が学校・教育の場に登場する

のは，愛珠幼稚園のそれが初発ではない．現在の東

京大学の前身である「大学南校」の寄宿舎に「摂生

室」が置かれた事実がある．『東京大学百年史』30に

よれば，1869年（明治２）に「南校医局掛」として

医師二名が配置され，寄宿生の健康管理や傷病の対

応にあたったとある．翌年明治３年「大学南校舎則」

には，「１，病気の節は医局の診を乞ひ病症に因りて

は校内病院に於て療養被下候事」と，その掛りの職

務が規定されている．この規定から寄宿生で病気の

者は「校内病院」で療養するようになっている．そ

の後校内病院は「生徒病舎」と称され，1952年（明

治11）これを廃して「摂生室」を設置し，医局員を

置いたとなっている．

『東京大学百年史』の編集者の記述に，「南校は法

理文系統の諸学校であり，その他医学部系統の諸学

校にもこれに類する担当者が存在したと思われるが，

固有の名称や機能を持つ者ではなかったため，資料

は見出せなかった」と書かれている．また明治10年

ごろには，医院に「生徒診察掛」がおかれて，それ

が明治16年に「寄宿生診察掛」と改称されていると

の記載もある．帝国大学時代には，寄宿生の健康管

理は医員と舎監でおこなわれ，明治20年には「帝国

大学衛生委員」が置かれたと，その後の変遷が書か

れている．

この「摂生室」は，第一中学校及び第一高等学校

に引き継がれ，医務掛（摂生室医務員）も配置され，

その目的は寄宿学生の健康管理であった．さらに東

京大学教養学部のHPに掲載されている年表を見る

と，1952年（昭和27）の項に「旧第一高等学校摂生

室を改組し，教養学部学生保健診療所を設置」と示

されている．ということは，「摂生室」という名称は，

明治11年からその後74年間にわたって使用されてい

たのである．

これまで学校保健の歴史で，「摂生室」「摂生室員」

に触れた先行研究は，筆者が知る限り存在しない．

今回の入手した谷本宗生による資料から，摂生室医

務員は傷病者の対応だけでなく，コレラやチフス等

の伝染病予防の呼びかけや生活のしかた，さらには

身体活動の必要性などの活動を，上部に定期的報告

していたことがわかる31．また摂生室医務員が博物

学の中で衛生に関わり健康法の講義をしていた事実

も確認できる32．これらの資料から，学生の健康管

理及び衛生教育に積極的にあたり，その任務を果た

していたといえる．さらに別な資料からは，療養の

場として入院加療もできる場としても機能していた

こと33も確認できた．

当時南校に「摂生室」の設置がなされた背景につ

いて，谷本は「明治期の学校衛生に詳しい邦人教官

の先駆け」である松山誠二の存在があるとみている．

谷本宗生によれば34，松山は東京大学予備門教諭と

して生理学を担当し，1883年（明治16）『学校衛生

論』35を著し，その中で，教育現場での教師の果たす

べき健康管理や指導のあり方を取り上げている36．

谷本によれば松山は当時の学校衛生の第一人者で，

この『学校衛生論』では学校の構造から始まり，教

室環境，机椅子，発育発達，さらには日課や身体の

生活習慣及び衛生に関する項目についてまでを取り

上げているという．谷本の指摘をふまえれば，松山
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のように学校衛生に強い関心を持った人々の存在が，

当時「摂生室」設置を後押ししたとの推測もできよ

う．

以上のことから，東大の前身である大学南校に始

まる「摂生室」は，＜教育の現場＞に置かれ，＜健

康管理や応急処置の場＞であり，入院療養の場で，

「摂生室」及び＜摂生医務員＞が配置され，健康管理

だけでなく衛生にかかわる講義も行い，その対象が

＜教育を受ける学生＞であることから，その目的や

活動は医務室，衛生室，保健室と類似し，歴史的に

は今の保健室のルーツととらえることもできよう．

さらには「医局掛」「摂生室員」の配置は，学校医制

度のルーツともいえるのではないだろうか．もしこ

のように解釈できれば，日本の学校医制度の起源は，

諸外国に先んじていたともいえるだろう．

この項の最後にこの大学南校の摂生室の実態を踏

まえ，愛珠幼稚園では「摂生室」と名付けた経緯を

探るため，大学南校につながるものを手がかりに，

資料をさがしてみた．

そこで当時園舎設計の積極的に参加した文部省技

師久米正道の経歴を調べると，彼は工部大学校（現

東京工業大学）に学び，その後文部省の技師として

入省し，その後第一高等中学校から第五高等中学校

までのすべての高等中学校の設計を手がけていたこ

とが明らかになった．前出の資料からもわかるよう

に，旧帝国大学の大学南校に設置された「摂生室」

は，第一校中学校旧第一高等学校にも引き続き設置

された事実がある．であるならば，第一高等学校の

建築に関係した久留は，当然「摂生室」という名称

を知り得ていたと推測できる．このことを考え合わ

せると，衛生室や検査室とも異なる「摂生室」とい

う名称が，この久留から提案された可能性があるの

ではないだろうか．この点は今後のさらに資料など

をあたりたい．

｢摂生室」が保健室とのつながりを示すものとして，

愛珠幼稚園の「摂生室」のその後を追っていく．今

回同園の「摂生室」が保健室へとつながっていく資

料を入手できたので，以下それについて検討してい

く．

3.5．愛珠幼稚園「摂生室」のその後と「摂生室」の

とらえ方

愛珠幼稚園の「摂生室」は，その後「摂養室」と

いう名称となり，戦中は「衛生室」，戦後「保健室」

とその名称が変遷していく．

この名称の変遷は，昭和20年頃愛珠幼稚園園長で

あった中村道子が記した記録から読み取ることがで

きる37．残念ながらこの資料の文中には正確な年月

日が明示されておらず，書かれている内容からおお

よそ戦時中終戦直後などを推測するにとどまる．

この資料に示された「摂養室」は，『沿革史』にあ

る「摂生室」のことであり，文中での位置関係から

その事実が解釈できる．この「摂養」とは，摂生と

同義語で使われることから「摂生室」を「摂養室」

と呼び変えたものと思われる．ただしいつぐらいか

ら「摂養室」と呼ばれたのかは定かではない．

中村がこの部屋の名称及びこの部屋の改修などに

ついて触れている箇所がある．その一つは，終戦直

後進駐軍の兵隊が園に入ってきたときの様子に続い

て書かれている記述である．

｢この園舎が建設当時に，参考室（図面上は当時「標

本室」筆者注）として資料が陳列されていた18坪の

室は，今は34畳敷の広間に変わり，４枚のまいら戸

を左右に開けると，当時摂養室といっていた12畳の

座敷と連なって，大広間になり，４枚の障子を開け

ると，庭が全部目に入って，美しかった」

この「摂養室」という名称は，中村の別な箇所に

も登場することから，摂生室から摂養室へとその呼

び名が変化したことは確かである．しかもその後

「衛生室」と変更してもなお，文中に「摂養室」と書

かれていることから，馴染んだ言葉であったといえ

よう．

一連の連載の中で，この部屋に関する記述はもう

一つあり，終戦後雨漏りによる改修に関わって登場

する．在籍数の増加にともない教職員が増え，従来

の職員室が手狭になったことから，「（摂生室と隣接

していた資料室であった）大広間を職員室そして従

前の保健室を単独にし，身体検査が一気に出来るよ

うにした．以前ここに置いていた薬品戸棚や押し入

れを利用して据えた寝台はそのままにして，養護教

員用の事務机を一個入れ足し，全く新設されたよう

になった」と書いている．「単独にして」という言い

方から，保健室は別の場所に移動させたようにも解

釈できる．別室に保健室を設置してからは，「（基の）

摂養室の畳替えをして」，標本室（資料室）である大

広間と一体化して日本間として多目的に使用するこ

とにしたことが読み取れる．

この中村の記述から愛珠幼稚園の「摂生室」は，

その名称を「摂養室」そして一時期「衛生室」とな

り，戦後「保健室」となっていき，その場所も最終

的に異なる場に移設され，養護教諭が配置される状

態になっていったと読み取れる．

保健室のルーツとしての「摂生室」についての一考察
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以上のことから，これまで学校保健の歴史研究に

全く登場してこなかった「摂生室」という存在があっ

たこと，それが幼稚園，大学という教育の場で，学

生また幼児など教育を受ける側を対象とした健康管

理の機能を有する場であったといえるだろう．この

ようにとらえれば，この「摂生室」は今日の保健室

のルーツとしてとらえることができる．さらに大学

に設置された「摂生室」は，その歴史的記録からも

明らかなように，現在大学の学生を対象とした保健

センターとなっていくことも確認できる．いずれに

せよ，「摂生室」という場は医療診療的要素が強い傾

向はあるが，子どもの健康管理の場として機能して

いたといえよう．

4．「養護室」の存在の背景

−衛生室設置に向けた動きと教育学の「養護｣−

1940年（昭和15）に建設された熊本八代市立代陽

幼稚園の「養護室｣38がある．菅野が示した平面図に

それは見られるものの，菅野はその後の増築の結果

とみている．その資料での図面がいつごろのものか

を菅野は明記していないが，部屋の呼称は「養護室」

である．

建築そのものは昭和15年であることから，かつそ

れ以降増築された際に設置されたと考えるならば，

「養護室」という名称は終戦ごろまでは使われてい

たと推測できるだろう．ということは「養護室」と

いう名称は，1908年（明治41）巌木小学校設置され

て以降，少なくとも30年あまり使われていたといえ

るだろう．これを踏まえて，再度睦沢学校「養護室」

に戻り，菅野の平面図にある「養護室」が存在した

背景や「養護室」と名付けた契機を探ってみる．

菅野が入手し掲載した睦沢学校の「養護室」が存

在した可能性は十分あると考えられることは先述し

た．そこには校舎の中にあった「小使室」を，わざ

わざ経費をかけてまで校舎の外に増築しなければな

らなかった理由があったと思われる．それは，当時

文部省学校衛生課が推し進めようとしていた学校診

療所の設置にあるのではないかと筆者は考える．そ

こで学校衛生行政の動きを追ってみる．

当時の学校衛生の行政の動きをみると，1924年（大

正13）に文部省学校衛生課は，学校での診療実態の

調査の一環として，診療のための部屋を調査してい

る．『学校保健百年史』によれば39，学校での救急処

置や疾病対応などの何らかの診療実務を行っている

学校は1410校で，校内に診察室（治療室）を設けて

いる学校は585校，教室の一部代用している学校が

711校，校医自宅の診察室で実施いている学校11校，

となっている．その翌年には，大阪で開催された第

４回全国連合学校衛生総会で，「学校内衛生室の設

置に関する規定を設けられたし」との建議と希望事

項の提案がされ，それを受けて，その翌年1926年（大

正15）に再度「学校診療室調査」が実施されている．

大正15年昭和元年になされたこの調査の結果，学校

診療室の設置は758校で，全体の1/30の設置にすぎ

なかったものの，「都市における新設小学校では，診

療室特設の必要性を感じて模範的医務室」の設置が

進む．一方地方では，教室を模様替えして使用する

例が大半で，診療に必要な設備器具などは不十分な

状況であったと『学校保健百年史』には述べられて

いる．また中等学校・師範学校では，医務室，寄宿

舎内に休養室静養室が設置され，そこでの診療が行

われたと記載されている．

さらに昭和２年の調査結果では，学校診療室の設

置は小学校817件，昭和５年では小学校1233件，中等

学校214件，師範学校35件，全体で1482件，３年あま

りの間で約２倍となっている．しかしその多くは校

内の教室を利用した医務室や治療室休養室などと称

した「特別な室」に過ぎなかったと推測できる．

度重なる調査の実施は，地方の教育行政に携わる

者に一定の圧力となったことは十分に想像できる．

であれば一定の設備や広さを満たす学校診療室まで

は設置できないが，最低限の条件での休養室，医務

室や治療室というような特別室を設置せざるを得な

い状況が，菅野が示した睦沢学校の平面図の「養護

室」の登場につながったと筆者はとらえている．さ

らに表１からもわかるように，医務室，静養室 休

養室などさまざまな名称がつけられていたおり，「衛

生室」という名称での統一化は，1934年（昭和６）

小学校令施行細則（「衛生室」の設置）が契機となっ

たと推測する．それまでの間，先にも述べたように

「養護室」という名称は，この三校以外にも存在した

可能性は高いと考える．

では睦沢学校は，なぜ医務室や治療室ではなく「養

護室」という名称をつけたかである．前述したよう

に文部省学校衛生課による再三の調査実施が，その

背景にあったという前提に立って考察すれば，学校

診療室としての設備機材を整備する状況でなかった

ため，それを学校診療室や医務室と称することはは

ばかられ，それに代わる名称として「養護室」とし

たのではないだろうか．そして「養護室」のその「養

護」は，当時の教育界を席巻していたヘルバルト学

派の教育学の三方法「教授・訓練・養護｣40の一つと

しての「養護」にあるのではないかと筆者は考える．

教育学上の概念として確立された「養護」を使用す
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ることは，学校教育現場においては，馴染みやすく

また教育活動としての「養護」を実現することにつ

ながり説得力がある．これは巌木小学校の「養護室」，

さらには熊本八代の代陽幼稚園の図面で確認された

昭和15年以降においてもなお「養護室」と称された

ことにも関係するであろう．これらの点について，

現時点では筆者の推測の域を出ないが，教育学での

「養護」概念について取り上げる別稿で，さらに検討

を加えたい41．

以上のことから，菅野の資料に示された睦沢学校

の「養護室」は，大正15年以降存在した可能性が高

いことがいえ，その設置の背景に当時の学校衛生行

政の圧力があったと筆者は考える．しかも「養護室」

という名称は，明治中期以降強い影響をもったヘル

バルト教育学の三方法が定着していた当時の教育界

であったことなどを踏まえると，その一つである「養

護」からその名称を「養護室」と名付けた可能性が

高いと推測できよう．

５．まとめ

本研究は，学校建築史の文献で明治８年に建設さ

れた小学校図面の「養護室」から，学校建築史の文

献をてがかりに，これまでの学校保健の先行研究の

知見や今回新たに入手した資料を突き合わせて，保

健室のルーツを検討した．

その結果，教育の場で教育を受ける側の健康管理

や傷病対応の場でとして「摂生室」が，明治初頭に

大学の前身に，さらに明治後半には幼稚園に設置さ

れた事実をつかみ，その目的や機能を検討した結果，

保健室のそれと同質であり，またその名称の変遷か

らも，保健室につながることをとらえた．これらの

ことから，筆者は「摂生室」及び「摂養室」が保健

室のルーツの可能性があると推測する．

さらに学校保健の歴史でこれまで明らかになって

いる佐賀巌木小学校の「養護室」以外にも，大正15
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